
実務者研修（６か月）での校外実習について

①通算実習時間６０時間以上を確保すること

②介護保険法第８条に明記された、以下の事業所への郊外実習を必要時間・件数（下表参照）を行うこと

根拠 事業種別 必要時間 必要訪問件数

介護保険法第８条 訪問介護事業所

介護保険法第８条の２ 介護予防訪問介護事業所

介護保険法第８条 通所介護事業所

介護保険法第８条の２ 介護予防通所介護事業所

介護保険法第８条 通所リハビリテーション事業所

介護保険法第８条の２ 介護予防通所リハビリテーション事業所

介護保険法第８条 認知症対応型通所介護

介護保険法第８条の２ 介護予防認知症対応型通所介護

介護保険法第８条 小規模多機能型居宅介護事業所

介護保険法第８条の２ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

介護保険法第８条 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）

介護保険法第８条 介護老人保健施設

介護保険法第８条 介護医療院

介護保険法第８条 地域密着型介護老人福祉施設

介護保険法第８条 認知症対応型共同生活介護

介護保険法第８条の２ 介護予防認知症対応型共同生活介護

障がい者自立支援法第５条 障害者（入所）支援施設

８時間以上 ２件以上

２４時間以上

１６時間以上 要件なし

要件なし


